
○作業員の安全が最優先

○余震や津波の緊急情報を入手した際には、作業を中断し、命を守る行動をとる

○人命に関わる事態等に遭遇した場合は、人命救助を最優先

○津波警報発令中は浸水想定区域外から先に着手し、警報が解除された段階で、

浸水想定区間内の作業を開始

〈出典：「国土交通省HP」より〉

被災状況 道路啓開後

国道45号岩手県宮古市田老地区

○必要最小幅員４．０mを確保

○段差解消は土のう･砕石･敷鉄板等で車輪通行幅(1ｍ)を確保し勾配は10％未満

○緊急車両等のすれ違いのため、可能な限り待機所を確保

○ガレキ等は、道路脇へ移動

○17時（想定）に進捗状況、今後の予定を会社に報告

○作業内容（時間・区間・人員）、使用した資機材の規格・数量、各作業の代表

写真等を随時記録し、整理

南海トラフ地震発生時に、徳島県内で「震度６弱以上」の地震発生または

「大津波警報」の発表時

1. 自己、家族の安全確認

2. 会社と連絡を取り、重機・資材の準備

3. 割付場所に移動し、道路啓開作業に着手

※ 事前に速やかに避難できる安全な場所を確保

・携帯電話

・デジタルカメラ

・携帯ラジオ

・ホイッスル等

ガレキ等の除去

〈出典：「四国広域道路啓開計画」より〉

放置車両の移動 段差解消（すり付け）

〈出典：「四国広域道路啓開計画」より〉 〈出典：「四国広域道路啓開計画」より〉
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